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ACTION１：全国で医療情報を確認できる仕組みの拡大

ACTION２：電子処方箋の仕組みの構築

ACTION３：自身の保健医療情報を活用できる仕組みの拡大

患者や全国の医療機関等で医療情報を確認できる仕組みについて、対象となる情報（薬剤情報に加えて、手術・移植や透析等の情報）を拡
大し、令和４年夏を目途に運用開始

重複投薬の回避にも資する電子処方箋の仕組みについて、オンライン資格確認等システムを基盤とする運用に関する要件整理及び関係者間
の調整を実施した上で、整理結果に基づく必要な法制上の対応とともに、医療機関等のシステム改修を行い令和４年夏を目途に運用開始

ＰＣやスマートフォン等を通じて国民・患者が自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組みについて、健診・検診データの標準化に速や
かに取り組むとともに、対象となる健診等を拡大するため、令和３年に必要な法制上の対応を行い、令和４年度早期から順次拡大し、運用

令和２年度
2020年度

令和３年度
2021年度

令和４年度
2022年度

7月 4月 10月 4月 10月

主要イベント

医療等情報を
全国の医療機関等

で確認できる
仕組み

情報の拡充

電子処方箋

▼オンライン資格確認開始 ▼診療報酬改定

集中改革期間

関係者との調整
(費用負担・運営主体)

必要な法制上の対応
（2021年常会）

システム構築等

システム構築等

システム改修等調査・検証・要件整理・調達準備等

要件整理（調査研究） 医療機関・薬局のシステム改修

システム開発,運用テスト等調達作業

①特定健診情報（2021年3月～）

②レセプト記載の薬剤情報
（2021年10月～）

③手術・移植
④透析
⑤医療機関名等

電子処方箋
（2022年夏～）

データヘルス集中改革プラン等の工程の具体化（案） 資料３



データヘルス集中改革プラン等の工程の具体化（案）
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令和２年度
2020年度

令和３年度
2021年度

令和４年度
2022年度

7月 4月 10月 4月 10月

健康情報をいつでも
確認できる仕組み

学校健康
診断情報

健康診断の記録様式を策定 実証実験 システム改修

民間PHR事業者が遵守すべき情報の管理・利活用に
係るルールの整理（ガイドラインの策定） 第三者認

証制度等
を活用し
た適正な
民間PHR
サービス
の提供

ガイドラインを踏まえ、マイナポータルと民間PHR事業者のAPI連携開始

安全・安心な民間PHRサービスの利活用の促進に向けて、第三者認証制度等、民
間PHR事業者において同ルールが遵守される仕組みを官民連携して構築

自治体と保険者の健診等情報を共有す
る仕組みについて検討・工程化

策定した工程に基づき必要な措
置を実施

事業主健診情報（2021年3月～）
※１ 40歳以上の労働者の健診情報は保険者を経由して特定健診情報として提供開始
※２ 40歳未満の労働者の健診情報も保険者を経由して順次提供開始（必要な法制上の対応を予定）安衛法に基づく指針の改定（※１）

データ標準化、システム
要件、現場業務の整理

システム改修等

がん検診、肝炎ウイルス検診
骨粗鬆症検診、
歯周疾患検診情報

上記情報について、本人同意の下で、国民のスマホ等でも閲覧
（マイナポータル等）できるよう検討

乳幼児健診情報(2020年6月～)

健診
等情
報の
共有
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更に整理すべき課題

○ データヘルス集中改革プランは、2022年夏までの２年間で集中して実行すべき３つの
ACTIONについて、具体的な論点や工程等を整理したもの。

○ データヘルス改革で目指すべき未来の実現に向けては、これに併せて、例えば、以下のよ
うな課題を引き続き整理・検討していく必要があるのではないか。（その他、考えられる論
点はあるか。）

・ 全国で医療情報を確認できる仕組みについて、傷病名提供の仕組み等、更なる情報の拡
充の在り方（電子カルテ情報の提供等の在り方を含む）

・ 第三者認証制度等を活用した適正な民間PHRサービスの提供の在り方
・ 電子処方箋の普及促進、適切な薬学管理に資する仕組みの検討
・ データヘルス改革に関わるその他の課題 など

本日の検討会でいただいた御意見を踏まえ、事務局において更に検討

（参考）
今後のデータヘルス改革の進め方について
（令和元年９月）資料より抜粋



医療情報を患者や全国の医療機関等で確認できる仕組み（ACTION１）

・かかりつけの医療機関が被災しても、別の医療機関が
患者の情報を確認することで、必要な治療継続が容易に

・救急搬送された意識障害の患者等について、薬剤情報等
を確認することで、より適切で迅速な検査、診断、治療
等を実施

・複数医療機関にまたがる患者の情報を集約して把握する
ことにより、患者の総合的な把握が求められるかかり
つけ医の診療にも資する

・医療従事者による問診・確認の負担軽減
・感染症拡大期等対面診療が難しい場合にも、患者の

情報を補完
・重複投薬等の削減 等

改革後
〇災害や感染症拡大期等には、患者の医療情報の入手が

難しく、重症化リスクや継続が必要な治療の把握が
困難

〇高齢者や意識障害の救急患者等の抗血栓薬等の薬剤
情報や過去の手術・移植歴、透析等の確認が困難

○複数医療機関を受診する患者において、重複や併用
禁忌の薬剤情報等の確認が困難

現状

保険者

個人単位被保番

オンライン資格確認等システム

特定健診情報

特定健診情報

医療費・薬剤情報
マイナポータル
！

PHRｻｰﾋﾞｽ

医療機関
本人

特定健診情報
薬剤情報

個人単位被保番と特定健診データ、
薬剤情報等を１対１で管理

本人同意

個人単位被保番 資格情報 特定健診情報医療費・薬剤情報

マイナンバーカード

※1 マイナンバーカードにより本人確認と本人から同意を取得した上で、医療機関・薬

局が運営主体に薬剤情報等を照会する。運営主体はオンラインで薬剤情報等を回

答する。

※２ 電子カルテの情報については、相互運用性の標準規格の開発等を行い、医療情

報化支援基金の活用等により、技術動向を踏まえた医療情報システムの標準化を

進める。

薬局
特定健診情報
薬剤情報

手術・移植、透析、医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

手術・移植、透析、
医療機関名等

◆改革のイメージ◆
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第７回データヘルス改革推進本部資
料（令和２年７月30日）を一部改編



電子処方箋の仕組み（ACTION２）

・リアルタイムの処方情報共有（重複処方の回避）
・薬局における処方箋情報の入力負担軽減等
・患者の利便性の向上（紙の受渡し不要、

オンライン診療・服薬指導の円滑な実施が可能）

改革後
○病院等で受けとった紙の処方箋を薬局で渡す必要
○医師、薬剤師の得られる情報が限られている場合が

あり、重複投薬が行われる可能性が否定できない
○新型コロナウイルス感染症への対応の下ではファッ

クス情報に基づく調剤が可能だが、事後的な紙の処
方箋原本の確認作業が必要

現状

◆改革のイメージ◆

患者 薬局

③電子処方箋
の登録

医療機関②
診
察
・
処
方

⑦調剤情報の登録

⑤電子処方箋
の取得

電子処方せんサーバー

⑥服薬指導、薬剤交付

④本人確認

オンライン資格確認等システム

①本人確認

処方箋の表示

電子処方箋

薬剤情報
連携

処方時に、処方情
報・調剤情報が閲覧
可能

調剤時に、処方情
報・調剤情報が閲覧
可能

5

第７回データヘルス改革推進本部資
料（令和２年７月30日）



自身の保健医療情報を閲覧・活用できる仕組み（ACTION３）

○ 国民が、マイナポータル等を通じて、
自身の保健医療情報をＰＣやスマホ等で
閲覧・活用が可能

○ ＡＰＩ連携等を通じて、個人のニーズ
に応じた、幅広い民間ＰＨＲサービスの活用

改革後
○ 国民等が健診情報等にワンストップでアクセスし、閲覧・活用

することが困難
○ 健診結果が電子化されておらず、円滑な確認が困難であること

や災害時等における紛失リスクが存在
○ 新たな感染症等の発生時に、医療機関や保健所が本人から正確

な情報を収集し、健康状態のフォローアップをすることが重要

現状

健診等の実施主体 国民・患者 民間PHR事業者等

マイナポータル等を通じた
閲覧やデータダウンロード

A B

医師

保健師、管理栄養士、
その他医療従事者 研究者

医療専門職等と相談しながら、
自身の健康増進等に活用

○情報の長期的な外部保存・管
理
○個人のニーズに応じた表示方
法

による閲覧等

自治体

保険者

学校の
設置者

自治体中間
サーバ

オンライン
資格確認等
システム

検討中

※ 国民・患者等が、適切な民間
PHRサービスを選択・活用する
事が出来る様な仕組みを構築す
るため、ルール等を整備

相互運用性等※

受診時に簡単に情報を共有で
き、円滑なコミュニケーショ
ンが可能となる 国民・患者等に対して、

適切な医療や保健指導等を提
供するために必要な連携医療専門職等

API連携 API連携

事業主
↓(※)
保険者 オンライン

資格確認等
システム

※ 事業主健診情報については、保険者へ情報を集
めるための法制上の対応を講ずることで保険者
へ情報を集約させ、保険者からオンライン資格
確認等システムに登録することにより、閲覧を
可能とする予定。

本人の同意
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第７回データヘルス改革推進本部資
料（令和２年７月30日）


